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家庭におけるＩＣＴを活用した学習について 

 

 保護者の皆様には、平素より本校の教育にご理解とご協力をいただきありがとうございます。 

さて、令和３年４月 22 日付け「今後の学校園における対応について」にてお知らせしたとおり、

本校でも、各家庭での「ＩＣＴを活用した学習」の準備を進め、「プリント学習」等を進めていま

す。「ＩＣＴを活用した学習」では、学習者用端末で、学習動画を視聴したり、調べ学習をしたりす

る予定です。また、ビデオ会議機能（Google Meet）を活用した家庭と学校との双方向通信も予

定しています。 

つきましては、次のとおり第 1 回・第 2 回の活用をおこないますので、お知りおきのうえ、必

要なご対応をよろしくお願いします。 

 

記 

 

１ ビデオ会議機能（Google Meet）の接続試験 

①  4/28（水）に学習者用端末（モバイルルーター貸し出し家庭には、学習者用端末およびモバ

イルルーター）を児童に持ち帰らせます。 

②  その後、4/29（木）中に、別紙説明プリントに従って、ご家庭での初回インターネット接続

を完了してください。（2 回目からはそのままインターネットにつながります。） 

③  4/30（金）の 9:00～10:00 の時間帯に、別紙説明プリントの内容で、接続試験をおこない

ます。児童には 4/28 の登校時に事前指導をしています。 

④  4/30（金）の登校時に、持ち帰った学習者用端末（およびモバイルルーター）を忘れずに学

校に持参させてください。 

注 4/30（金）の接続試験時間帯に「居場所確保」で登校する児童については、学校で接続 

  試験をおこないます。ただし、その場合も①と②は、全員共通でおこないます。 

※  今回は接続試験ですので、実際に双方向通信授業をおこなうわけではありません。 

 

２ 学習動画教材を視聴してのワークシート等への記入学習 

① 5/6（木）に学習者用端末（モバイルルーター貸し出し家庭には、学習者用端末およびモバイ

ルルーター）を児童に持ち帰らせます。 

② 5/6（木）５・６限もしくは 5/7（金）１・２限の時間帯に（学年により異なります）、学習

者用端末を使用して、指定された学習動画教材を視聴し、指示されたワークシート等への記

入学習をおこないます。5/6（木）の登校時に、児童には具体的に事前指導をします。 

③ 5/7（金）の登校時に、持ち帰った学習者用端末（およびモバイルルーター）を忘れずに学校

に持参させてください。 

 

備考 １・２の状況をふまえて、5/10（月）以降の「ICT を活用した学習」の内容や頻度を具体

的に検討していきます。 


